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所得税＋個人市県民税個人市県民税所得税
給与収入

増１９年(度)１８年(度)１９年度１８年度１９年１８年

700円13,000円12,300円13,000円12,300円０円０円３００万円

17,600円199,000円181,400円139,500円74,300円59,500円107,100円５００万円

41,000円463,000円422,000円297,500円185,300円165,500円236,700円７００万円

所得税＋個人市県民税個人市県民税所得税
年金収入

増１９年(度)１８年(度)１９年度１８年度１９年１８年

5,100円27,000円21,900円17,900円5,600円9,100円16,300円２２５万円

6,200円71,200円65,000円50,500円27,700円20,700円37,300円２５０万円

12,500円141,000円128,500円97,000円49,300円44,000円79,200円３００万円

定
率
減
税
の
廃
止
で

税
負
担
額
が
増
え
ま
す

　
地
方
自
治
体
が
財
源
を
自
主
的

に
確
保
し
、
よ
り
効
率
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
よ
う

に
、
国
（
所
得
税
）
か
ら
地
方

（
市
・
県
民
税
）
へ
３
兆
円
の
税

源
移
譲
が
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
税
源
移
譲
に
よ
り
、
多
く

の
人
は
所
得
税
が
減
り
、
そ
の
分
、

個
人
市
・
県
民
税
が
増
え
ま
す
が
、

所
得
税
と
個
人
市
・
県
民
税
を
合

わ
せ
た
税
負
担
額
は
基
本
的
に
変

わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
定
率
減
税
の
廃
止
に

伴
い
、
実
質
的
な
税
負
担
額
は
増

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皆
さ
ん

の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

ど
の
く
ら
い
税
負
担
が

増
え
る
の
？

　
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
の

世
帯
の
場
合
、
税
負
担
の
目
安
は

次
の
と
お
り
で
す
（
表

、

）。

※
社
会
保
険
料
な
ど
を
差
し
引
い

た
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
。

定
率
減
税
は
ど
う
し
て

廃
止
さ
れ
る
の
？

　
定
率
減
税
は
、
平
成
　
年
度
か

１１

ら
景
気
回
復
対
策
の
た
め
、
暫
定

的
に
税
負
担
の
軽
減
措
置
と
し
て

導
入
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
近

年
、
景
気
回
復
の
兆
し
が
み
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、　

年
度
は
半
減
、

１８

　
年
度
は
廃
止
と
な
り
、
従
来
の

１９形
に
戻
り
ま
す
。

い
つ
か
ら
所
得
税
と
市
・
県
民

税
の
負
担
額
が
変
わ
る
の
？


給
与
所
得
者
の
場
合

　
平
成
　
年
１
月
か
ら
源
泉
徴
収

１９

さ
れ
る
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、

平
成
　
年
６
月
か
ら
市
・
県
民
税

１９

が
増
額
に
な
り
ま
す
。


年
金
受
給
者
の
場
合

　
平
成
　
年
２
月
か
ら
源
泉
徴
収

１９

さ
れ
る
所
得
税
が
減
額
と
な
り
、

平
成
　
年
６
月
か
ら
市
・
県
民
税

１９

が
増
額
に
な
り
ま
す
。


事
業
所
得
者
の
場
合

　
平
成
　
年
６
月
か
ら
市
・
県
民

１９

税
が
増
額
と
な
り
、
平
成
　
年
２

２０

月
の
確
定
申
告
で
の
所
得
税
が
減

額
に
な
り
ま
す
。

老
年
者
の
課
税
経
過
措
置
は

今
年
度
ま
で

　
老
年
者
（
昭
和
　
年
１
月
２
日

１５

以
前
生
ま
れ
）
で
合
計
所
得
金
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
場
合
は
、

　
年
度
ま
で
は
非
課
税
で
し
た
が
、

１７　
年
度
か
ら
非
課
税
措
置
が
廃
止

１８さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
急
激

な
税
負
担
の
増
に
な
ら
な
い
よ
う
、

下
記
の
表

の
と
お
り
、
経
過
措

置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
総
務
部
税
務
課
市
民
税
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
３

２２

税源移譲や定率減税の廃止により個人市・県民税の負担額が増えます

平
成
　
年
度
以
降

２０

平
成
　
年
度

１９

平
成
　
年
度

１８

平
成
　
年
度
以
前

１７

老
年
者
（
昭
和
　
年
１
月
２
日
以
前
生
ま
れ
の
人
）
の
課
税
経
過
措
置

１５

全
額
負
担

税
額
の
３
分
の
１
を
減
額

税
額
の
３
分
の
２
を
減
額

合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
人
は
非
課
税

表　給与所得者で妻・子ども２人扶養の４人家族の場合

表　年金受給者で妻扶養の２人家族の場合

※表、ともに一定の社会保険料、生命保険料などを差し引いています。

※表では、子ども２人のうち１人を特定扶養として計算しています。

表　課税経過措置

税 源 移 譲　「国から地方へ」

 ６月から

 個人市・県民税額が増えます

15 Jun.200７

場所期間地区

迫総合支所２階大会議室
６月２２日（金）
６月２５日（月）～２９日（金）

迫

登米総合支所市民福祉課６月２１日（木）～２２日（金）登米

東和総合支所市民福祉課
（東側コーナー）

６月１８日（月）～２２日（金）東和

中田総合支所市民福祉課
６月１８日（月）～２２日（金）
６月２５日（月）～２７日（水）

中田

豊里総合支所
東庁舎１階会議室

６月２５日（月）～２７日（水）豊里

米山総合支所
１階第１会議室

６月２６日（火）～２８日（木）米山

石越総合支所
１階エントランスホール

６月２8日（木）～２９日（金）石越

南方総合支所
１階相談室２

６月２５日（月）～２７日（水）南方

津山総合支所市民福祉課（ふれあ
いセンター）、横山出張所

６月１９日（火）～２１日（木）津山

児童手当現況届受付期間・場所

※受付時間などは個別通知書でご確認ください
※上記期間に都合の悪い人は、６月中に各総合支所市民福祉課の窓口で手続きし　
てください

　
手
続
き
は
忘
れ
ず
に
！

　
　
　
　
　
　
　
児
童
手
当
手
続
き
の
お
知
ら
せ

　
児
童
手
当
受
給
者
は
、
毎
年
６

月
に
「
児
童
手
当
現
況
届
」
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
対
象
と
な
る
人
に
は
、
個
別
に

案
内
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
受
付

日
時
な
ど
を
確
認
し
て
、
期
間
内

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
況
届
の
手
続
き
に
は
次
の
も

の
が
必
要
で
す
。


 送
付
さ
れ
た
現
況
届
の
案
内


 印
鑑


 受
給
者
の
健
康
保
険
被
保
険

者
証
の
写
し
（
厚
生
年
金
加
入
者

の
み
）

　
ま
た
、
平
成
　
年
１
月
２
日
以

１９

降
に
転
入
し
た
人
は
、
次
の
書
類

が
必
要
と
な
り
ま
す
。


受
給
者
お
よ
び
配
偶
者
の
平
成

　
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

１９
（
平
成
　
年
中
の
所
得
の
証
明
）

１８

※
控
除
対
象
配
偶
者
と
な
っ
て
い

る
人
の
分
は
不
要
で
す
。

※
受
給
者
が
支
給
要
件
児
童
と
別

居
し
て
い
る
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
３
歳
未
満
の
児
童
手
当
は
、
こ

れ
ま
で
第
１
子
・
第
２
子
月
額
５

千
円
、
第
３
子
以
降
同
１
万
円
で

し
た
が
、
平
成
　
年
４
月
１
日
か

１９

現
況
届
の
提
出
は

６
月
中
に

児
童
手
当
制
度
が

拡
充
さ
れ
ま
し
た

現
況
届
に
必
要
な

も
の

ら
は
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
律
１
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
３
歳
以
上
の
児
童
手
当

に
つ
い
て
は
現
行
ど
お
り
で
、
第

１
子
と
第
２
子
は
月
額
５
千
円
、

第
３
子
以
降
は
同
１
万
円
で
す
。

※
今
回
の
改
正
で
受
給
者
が
行
う

手
続
き
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
室

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
５
５
６
２

５８


